
■再編対象施設

②ひの児童館（敷地Ａ複合施設）
・床⾯積を拡充し、遊戯エリア、図書エリア、相談室

等を設置
・各エリアは区切らずに、オープンな空間とする

①⽇野図書館（敷地Ａ複合施設）
・蔵書数・床⾯積は現⽇野図書館と同等程度を確保
・書棚はバリアフリーへ配慮した段数とする
・児童書コーナーを拡充、読み聞かせコーナーを設置
・⼀般の読書は複合施設共⽤空間も利⽤可能とする

④⽇野宿交流館（敷地B複合施設）
・新選組・⽇野宿に関する史資料の展⽰を主たる機能と

する
・⽇野図書館と連携し、⽇野図書館収蔵の資料の⼀部を

配置する

①建築デザイン・外構デザイン
・⽇野本町地区の⾵景の⼀部となるような建物外観

や外構デザインとする

③省エネルギー・脱炭素
・省エネ・創エネ技術の導⼊によって建物の環境性能向

上を図り、ZEB Ready認証の取得を⽬指す
②バリアフリー・ユニバーサルデザイン
・段差をなくし、誰もが安全に利⽤できるようにする
・年齢や障がいの有無等に関わらず最初から誰もが

同じ場所や設備を使えるようにする

③中央公⺠館（敷地Ｂ複合施設）
・現在の中央公⺠館と同等の床⾯積を確保
・⽤途や⼈数に併せて選択できる複数の⼤きさの貸

室を設置
・公⺠館職員が常駐する事務室を１階へ設置

④防災
・災害時の⼀時滞留を想定してオープンスペースを計画
・防⽕⽔槽を同敷地内で移設・更新する
⑤ライフサイクルコストの低減
・建物の設計や設備機器の選定における⼯夫等によって

維持管理や改修が容易な建物とする

⑤共⽤部（共⽤貸室・オープンスペース等）
・多様な活動に対応した共⽤貸室（多⽬的室、⾳楽室、防

⾳対応室、調理実習室等）を設置
・各フロアへ利⽤者が思い思いに過ごせるオープンス

ペースを設置
・敷地Ａ複合施設へ⼦どもの⼀時預かり室（保育室）を設置
・各建物の各階へ多機能トイレを設ける他、敷地Ａ複合

施設の各階へ授乳室を設置
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敷地C敷地C ●各種イベントに活⽤できる設えとする
●歩⾏者空間は各敷地間の連続性が創出される設えとする
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●図書館と児童館はサイレントコントロールの観点から別フロア
●共⽤部との連携により各機能の充実を図る
●⽇野宿交流館は甲州街道沿いへ配置
●地元⾃治会やイベント⽤として、１階へ多⽬的室を配置

●共⽤部は談話、喫⾷、⾃習などが可能な空間とする
●延床⾯積は、計3,120㎡以下を⽬指す（縮減⽬標マイナス16%）

⽇野本町地区を本市の公共施設再編のパイロットプロジェクトとし、
再編検討を進めています。
令 和７年３⽉に 策 定した 基 本 構 想に 基づき 、建 築 計 画 、モ デ
ルプラン、管理運営の考え⽅、概算事業費、整備スケジュール等を
とりまとめ、再編事業の実施に向けた基本的事項を定める基本計
画を策定します。



※各プランは現時点での案であり、今後の設計等で変更の
可能性があります。

課題
●⼯事⾞両の出⼊りによる安全性への懸念
●⼯事スペース、資材置き場の不⾜
●⼯事に伴う騒⾳・振動の影響

対応⽅針
●⼯事期間中の代替のサービス提供場所の確保を前提としな

がら、ひの児童館、中央福祉センター、⽇野宿交流館のにつ
いて、先⾏解体の可能性を検討する。



集約拠点Ⅰ
・公⺠館、⽇野宿交流館、図書館、児童館の各専⾨

サービスの運営は市の直営を前提とする
・共⽤部（共⽤貸室、オープンスペース等）へ⺠間活

⼒を導⼊する
集約拠点Ⅱ
・原則として市の直営とする
・⽣活・保健センターの貸館に関する⼀部業務（予

約の受付等）について⺠間活⼒の導⼊を検討する

●開館⽇・開館時間は原則として現在の各施設と同様とする
●⽇野宿交流館は新たに⽉曜⽇を開館⽇とする
●共⽤貸室・オープンスペースは臨時休館⽇を除き無休とする
●予約区分の改定による貸館施設の利便性向上を検討する

集約拠点Ⅰの整備イメージ

※イメージは現時点でのモデル案であり、今後の設計等で変更の可能性があります。

予約区分改定の例
利⽤区分 開始/終了時刻 時間

午前
午後①
午後②
夜間①
夜間②

09︓00
13︓00
15︓00
17︓30
19︓30

3h
2h
2h
2h
2h

12︓00
15︓00
17︓00
19︓30
21︓30

共⽤部（共⽤貸室・オープンスペース）
⺠間事業者等による運営

公⺠館 児童館⽇野宿交流館

直営
（ふるさと⽂化財課）

直営
（図書館）

図書館

直営
（⼦育て課）

直営
（⽣涯学習⽀援課）

集約拠点Ⅰにおける運営の考え⽅



※上記は想定イメージです。

項⽬ 費⽤（税込） 備考
解体設計費 0.2億円

2.8億円
4.4億円

アスベスト調査費は含まない
解体⼯事費 ⾶散性アスベストがない想定での費⽤
設計費
建設⼯事費
（敷地Ａ）
（敷地Ｂ）
（敷地Ｃ外構のみ）

50.0億円
（29.4億円）
（20.2億円）
（0.4億円）

備品費
諸経費

1.4億円
0.1億円

什器等
確認申請⼿数料等

合計 58.9億円

R15〜R14R13R12R11R10R9R8年度

⺠間事業者の募集・選定

施設の設計

建設⼯事（解体・新設）

敷地A複合施設の運営

敷地B複合施設の供⽤

敷地A複合施設 敷地B複合施設

共⽤部での活動イメージ

※⺠間事業者が施設整備・維持管理・運営を⼀括で実施し、施設整備に係る初期投資の資⾦調達は公共が⾏う。

※令和7年10⽉時点の最新の建設物価によるため、実際の⼯事発注時期によって⼯事費の変動が予想されます。

●令和８〜９年度（2026〜27年度） 本計画に基づき、設計・建設・管理運営を⾏う⺠間事業者を選定
●令和10年度（2028年度）以降 ⺠間事業者により施設設計・建設⼯事を⼀体的に進める
●令和14年度（2032年度）以降 敷地Ａ複合施設の供⽤開始
●令和15年度（2033年度）以降 敷地Ｂ複合施設の供⽤開始（すべての施設が供⽤開始）

財政負担の平準化効果や⺠間事業者に対するサウンディング結果等に基づき、本事業の事業⽅式はDBO⽅式※

とします。

⇒本事業における⺠間活⼒導⼊は、同⼀の⺠間事業者（⺠間事業者のコンソーシアム）へ委ねることを前提とします。

●集約拠点Ⅰ、Ⅱの各専⾨サービスは市の直営とする。
●集約拠点Ⅰ内の各建物の維持管理及び共⽤部の運営を⺠間事業者へ委ねる。
●⺠間事業者の実績やノウハウを活かした提案が期待できる。

ex)オープンスペースの使い⽅、諸室の設備や間取り、建物のメンテナンス 等
●効率的な事業推進のために、⺠間事業者の意向を反映して⼀括発注（施設整備〜管理運営）するメリットがある。



についての


